
長久手市都市計画マスタープランの部分改定について
令 和 ２ 年 ３ 月

（令和８年５月部分改定）

長久手市都市計画マスタープランにおいて、以下の内容を追加しました。

第２章 全体構想

３．将来都市構造

· （２）拠点の形成（P62）に拠点を追加

■スポーツ・レクリエーション拠点

・長久手スポーツの杜周辺を、「スポーツ・レクリエーション拠点」として位置付け、スポーツによ

る健康増進や、豊かな自然を活かした憩いとレクリエーションの場としての機能の充実を目指しま

す。

· （５）将来都市構造図（P67）に拠点として追加

第３章 地域別構想

２．地域別方針

（４）東部地域の方針

· 【拠点の形成】（P97）に拠点を追加

■スポーツ・レクリエーション拠点

・長久手スポーツの杜周辺を、「スポーツ・レクリエーション拠点」として位置付け、スポーツによ

る健康増進や、豊かな自然を活かした憩いとレクリエーションの場としての機能の充実を目指しま

す。

· まちづくり方針図【東部地域】（P99）に拠点として追加
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